
物）のうち一定のものの整備に対して支援措置
を講じることにより、高齢者・障害者等が円滑
に移動等できる建築物の整備を促進している
（図2－2－16、図2－2－17）。
窓口業務を行う官署が入居する官庁施設につ
いて、バリアフリー法に基づく建築物移動等円
滑化誘導基準に規定された整備水準の確保など
により、高齢者等をはじめすべての人が、安全
に、安心して、円滑かつ快適に利用できる施設
を目指した整備を推進している。
社会資本整備総合交付金等の活用によって、
誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整
備を推進している。また、都市公園について
は、バリアフリー法に基づく基準等により、主
要な園路の段差の解消、車いすでも利用可能な
駐車場やトイレの設置など、公園施設のバリア
フリー化を推進している。

（3）交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護
ア　交通安全の確保
近年、交通事故における致死率の高い高齢者
の人口の増加が、交通事故死者数を減りにくく
させる要因の一つとなっており、今後、高齢化
が更に進むことを踏まえると、高齢者の交通安
全対策は重点的に取り組むべき課題である。
高齢者にとって安全で安心な交通社会の形成
を図るため、平成23年3月に中央交通安全対策
会議で決定した「第9次交通安全基本計画」（計
画期間：平成23～27年度）等に基づき、①生
活道路等における人優先の安全・安心な歩行空
間の整備、②参加・体験・実践型の交通安全教
育、③交通安全教育を受ける機会の少ない高齢
者を対象とした個別指導、④シルバーリーダー
（高齢者交通安全指導員）を対象とした交通安
全教育、⑤高齢運転者対策等の交通安全対策を

図2－2－16 　バリアフリー化された建築物のイメージ

資料：国土交通省
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実施した。
また、歩行中及び自転車乗用中の交通事故死
者に占める高齢者の割合が高いことを踏まえ、
歩行者及び自転車利用者の交通事故が多発する
交差点等における事故防止の重点化や歩行者、
自転車、自動車が適切に分離された空間の整備
を図った。
さらに、交通事故件数等が増加傾向にある
75歳以上の高齢運転者による交通事故を防止
するため、臨時の認知機能検査を導入すること
等を内容とする「道路交通法の一部を改正する
法律」（平成27年法律第40号）が27年6月に成
立・公布された。

イ　犯罪、人権侵害、悪質商法等からの保護
（ア）犯罪からの保護
高齢者が犯罪や事故に遭わないよう、交番、
駐在所の警察官を中心に、巡回連絡等を通じて

高齢者宅を訪問し、困りごとや要望、意見等を
把握するとともに、必要に応じて関係機関や親
族への連絡を行ったほか、認知症等によっては
いかいする高齢者を発見、保護する体制づくり
を関係機関等と協力して推進した。
振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺について
は、特に高齢者の被害が多いオレオレ詐欺、還
付金等詐欺、未公開株・社債等の取引を装う詐
欺等に重点指向した取締活動を強化するととも
に、高齢者への複線的な広報啓発活動、関係機
関等と連携した官民一体となった予防活動を推
進した。
また、高齢者をねらう悪質商法等の取締りを
推進するとともに、口座凍結等の被害拡大防止
対策、悪質商法等からの被害防止に関する広
報・啓発及び悪質商法等に関する相談活動を
行った。
さらに、特殊詐欺や利殖勧誘事犯の犯行グ

図2－2－17 　バリアフリー法に基づく認定実績
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資料：国土交通省

109

第
2
章

高
齢
社
会
対
策
の
実
施
の
状
況

第
2
節
　
分
野
別
の
施
策
の
実
施
の
状
況



ループは、被害者や被害者になり得る者等が登
載された、いわゆる「闇の名簿」を利用してお
り、当該名簿登載者の多くは高齢者であって、
今後更なる被害に遭う可能性が高いと考えられ
るため、捜査の過程で警察が押収したこれらの
名簿をデータ化し、都道府県警察が委託したオ
ペレーターがこれを基に電話による注意喚起を
行うなどの被害防止対策を実施した。
加えて、今後、認知症高齢者や一人暮らし高
齢者が増加していく状況を踏まえ、市民を含め
た後見人等の確保や市民後見人の活動を安定的
に実施するための組織体制の構築・強化を図る
必要があることから、平成25年度に引き続き、
市町村において地域住民で成年後見に携わろう
とする者に対する養成研修や後見人の適正な活
動が行われるよう支援した。

（イ）人権侵害からの保護
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す
る支援等に関する法律」（平成17年法律第124
号）に基づき、養介護施設従事者等による虐待
及び養護者による虐待の状況について、平成
26年度に引き続き必要な調査等を実施し、各
都道府県・市町村における虐待の実態・対応状
況の把握に努めるとともに、市町村等に高齢者
虐待に関する通報や届出があった場合には、関
係機関と連携して速やかに高齢者の安全確認や
虐待防止、保護を行うなど、高齢者虐待への早
期対応が推進されるよう必要な支援を行った。
なお、支援を必要とする高齢者の実態把握や
虐待への対応など、高齢者の権利擁護や総合相
談窓口の業務を円滑に行うことができるよう、
各市町村に設置された「地域包括支援センター」
の職員に対する研修については、引き続き実施
した。
法務局・地方法務局等において、高齢者の人

権問題に関する相談に応じるとともに、家庭や
高齢者施設等における虐待等、高齢者を被害者
とする人権侵害の疑いのある事案を認知した場
合には、人権侵犯事件として調査を行い、その
結果を踏まえ、事案に応じた適切な措置を講じ
るなどして、被害の救済及び人権尊重思想の普
及高揚に努めている。27年度においても、引
き続き高齢者施設等の社会福祉施設において入
所者等及び家族が気軽に相談できるよう、特設
相談所を開設するほか、全国一斉の「高齢者・
障害者の人権あんしん相談」強化週間を設け、
電話相談の受付時間を延長するとともに、休日
も相談に応じるなど、相談体制の強化を図っ
た。

（ウ）悪質商法からの保護
高齢者を狙った特殊詐欺（振り込め詐欺等）
などを未然に防止するため、政府広報として、
平成24年度より継続的に様々な媒体を活用し
たキャンペーン広報を実施している。27年度
は、12月より「毎日話せば詐欺は防げる。」を
合言葉に、高齢者の家族を主なターゲットとし
て、こまめな声かけ、日頃の連絡が大切である
ことなどを啓発している。
また、高齢者被害の掘り起こしと注意喚起を
目的に「ねらわれてます！高齢者　悪質商法
110番」を9月に実施した。
26年6月に成立した消費者安全法の改正を一
部内容とする「不当景品類及び不当表示防止法
等の一部を改正する等の法律」（以下同法によ
る改正後の消費者安全法を「改正消費者安全
法」という。）では、消費者安全確保地域協議
会等の地域社会における高齢者等の見守りネッ
トワークの整備を促進していくことが盛り込ま
れた。同法の28年4月1日の施行に向け、27年
3月27日に関係内閣府令及びガイドラインを策
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定するとともに、28年1月6日に「地域におけ
る見守りネットワーク構築に向けた取組事例」
を公表する等、同法が円滑に施行されるよう取
り組んだ。
高齢者の周りの人々による見守りの強化の一
環として、高齢者団体のほか障害者団体、行政
機関等を構成員とする「高齢消費者・障害消費
者見守りネットワーク連絡協議会」を27年9月
に開催し、「高齢者、障害者の消費者トラブル
防止のため、積極的な情報発信を行う」「多様
な主体が緊密に連携して、消費者トラブルの防
止や「見守り」に取り組む」等を申し合わせ
た。さらに、28年3月には、フォローアップの
ための第12回会合を開催した。また、消費者
庁が25年度に作成した啓発DVD「高めよう！
『見守り力』」について、27年7月から開始した
消費者ホットライン「188」の案内を盛り込ん
だ改定版を作成し、消費者庁ウェブサイトから
配信するとともに全国の消費生活センター及び
見守り関係者等に対し配布した。
高齢者の電話をきっかけとした消費者被害を
抑止するため、通話録音装置等の活用を促す地
方自治体向けの手引を活用し、取組の普及を
図った。
また、消費者側の視点から注意点を簡潔にま
とめたメールマガジン「見守り新鮮情報」を月
2回程度、行政機関のほか、高齢者や高齢者を
支援する民生委員や福祉関係者等に向けて配信
した。政府広報オンラインからも、インター
ネットテレビ（「悪質商法から守ろう！　高齢
者　見守りチェックポイント」「「あなたの土地
を高く買います」は要注意！　原野商法の2次
被害急増」）、ラジオ番組（「悪質商法に騙され
るな！」「原野商法の二次被害トラブルに注意！」
「金融商品、うまい話には気を付けよう！」）を
配信し、消費者への周知活動を行った。

「消費者基本法」（昭和43年法律第78号）に
基づき取りまとめた「平成26年度消費者政策
の実施の状況」（平成27年版消費者白書）にお
いて、高齢者の消費生活相談の状況や、高齢者
が巻き込まれる主なトラブルの例を取り上げ、
広く国民や関係団体等に情報提供を行った。
消費者契約に関して相当多数の消費者に生じ
た財産的被害の回復を容易にするため、特定適
格消費者団体が消費者に代わって損害賠償等の
請求に関する訴訟を提起することができるよう
にするための「消費者の財産的被害の集団的な
回復のための民事の裁判手続の特例に関する法
律」（平成25年法律第96号、平成25年12月11
日公布）の施行に向けた準備として、同法の施
行期日を平成28年10月1日と定め、併せて同
法に関する下位法令・ガイドラインを定めると
ともに、周知活動を行った。また、同法附則第
4条の趣旨を踏まえ「消費者団体訴訟制度の実
効的な運用に資する支援の在り方に関する検討
会」を27年10月より開催した。

（エ）司法ソーシャルワークの実施
日本司法支援センター（法テラス）では、法
的問題を抱えていることに気付いていなかった
り、意思の疎通が困難であるなどの理由で自ら
法的援助を求めることが難しい高齢者・障がい
者に対して、地方公共団体、福祉機関・団体や
弁護士会、司法書士会等と連携を図りつつ、当
該高齢者・障がい者に積極的に働きかける（ア
ウトリーチ）などして、法的問題を含めた諸問
題を総合的に解決することを目指す「司法ソー
シャルワーク」を推進している。
そこで、弁護士会・司法書士会と協議をして
出張法律相談等のアウトリーチ活動を担う弁護
士・司法書士を確保するなど、「司法ソーシャ
ルワーク」の実施に必要な体制の整備を進める
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とともに、地域包括支援センターや福祉事務所
等の福祉機関職員を対象に業務説明会や意見交
換会を実施するなど、福祉機関との連携を通じ
た出張法律相談等の利用を促進するための取組
を行った。

ウ　防災施策の推進
病院、老人ホーム等の要配慮者利用施設を保
全するため、土砂災害防止施設の整備や激甚な
水害・土砂災害を受けた場合の再度災害防止対
策を実施した。
災害時における高齢者等要配慮者の円滑かつ
迅速な避難を確保するため、「水防法」（昭和24
年法律第193号）及び「土砂災害警戒区域等に
おける土砂災害防止対策の推進に関する法律」
（平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止
法」という。）に基づき、浸水想定区域内又は
土砂災害警戒区域内の高齢者等要配慮者が利用
する施設への洪水予報又は土砂災害警戒情報等
の伝達方法を定めることを推進した。また、平
成27年1月に施行された「土砂災害警戒区域等
における土砂災害防止対策の推進に関する法律
の一部を改正する法律」（平成26年法律第109
号）により、市町村地域防災計画において土砂
災害警戒区域内の要配慮者利用施設の名称及び
所在地を定めるよう規定するとともに、「土砂
災害防止対策基本指針」及び「土砂災害警戒避
難ガイドライン」の改定により市町村の警戒避
難体制の充実・強化が図れるよう支援を行っ
た。さらに、土砂災害・全国防災訓練では、要
配慮者利用施設での避難訓練等を重点的に実施
した。
また、土砂災害特別警戒区域における要配慮
者利用施設の建築の許可制等を通じて高齢者等
の安全が確保されるよう、土砂災害防止法に基
づき基礎調査や区域指定の促進を図った。

住宅火災で亡くなる高齢者等の低減を図るた
め、春・秋の全国火災予防運動において、高齢
者等の要配慮者の把握や安全対策等に重点を置
いた死者発生防止対策を推進項目とするととも
に、住宅用火災警報器や防炎品、住宅用消火器
の普及促進など総合的な住宅防火対策を推進し
た。また、「敬老の日に『火の用心』の贈り物」
をキャッチフレーズとする「住宅防火・防災
キャンペーン」を実施し、高齢者等に対して住
宅用火災警報器等の普及促進を図った。
また、近年の火災事例を踏まえ、自力で避難
することが困難な方が入所する高齢者施設等に
ついては、原則として面積にかかわらずスプリ
ンクラー設備の設置が義務付けられたことを受
け、比較的小規模な施設において、スプリンク
ラー設備の代替として設置することができ、設
置工事が行いやすいパッケージ型自動消火設備
の設置が可能となるよう、必要な技術上の基準
の見直し等を行った。
災害情報を迅速かつ確実に伝達するため、全
国瞬時警報システム（J-ALERT）との連携を
含め、防災行政無線による放送（音声）や携帯
メール等による文字情報等の種々の方法を組み
合わせて、災害情報伝達手段の多様化を推進し
た。
山地災害からの生命の安全を確保するため、
病院、社会福祉施設等の災害時要援護者関連施
設が隣接している山地災害危険地区等につい
て、治山施設の設置や荒廃した森林の整備等を
計画的に実施した。
25年6月に「災害対策基本法」（昭和36年法
律第223号）を改正し、高齢者や障害者などの
要配慮者のうち災害発生時の避難に特に支援を
要する者について「避難行動要支援者名簿」の
作成を市町村長に義務付けるとともに、この名
簿を消防機関や民生委員等の地域の支援者に情
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報共有するための制度を設けた。
これを受けて同年8月に「避難行動要支援者
の避難行動支援に関する取組指針」を策定・公
表した。27年度においては、各市町村におけ
る名簿の作成状況等を把握するための調査を
行った。
同法改正においては、避難所における生活環
境の整備等に関する努力義務規定も設けられ、
この取組を進める上で参考となるよう、主に、
避難所運営に当たって高齢者を含む避難者の支
援に関して留意すべき点等を盛り込んだ、「避
難所における良好な生活環境の確保に向けた取
組指針」を策定・公表した。27年度において
は、市町村におけるより一層の取組を促進する
ため、避難所や福祉避難所の指定の推進、避難
所のトイレの改善、要配慮者への支援体制の構
築等に係る課題について有識者による検討会を
設け、幅広く検討を行った。
また、27年5月に開催した災害救助法等担当
者会議においても、都道府県等の防災担当者や
福祉担当者を対象として両取組指針の内容を説
明するとともに、先進的な取組事例も合わせて
紹介するなど、周知徹底を図った。

エ　東日本大震災への対応
東日本大震災に対応して、「介護基盤緊急整
備等臨時特例基金」を活用し、日常生活圏域で
医療・介護等のサービスを一体的・継続的に提
供する「地域包括ケア」の体制を整備するた
め、被災市町村が策定する復興計画等に基づき
実施される、①小規模の特別養護老人ホーム・
認知症高齢者グループホーム等に加え、在宅
サービス等を行う拠点の整備等や、②長期化す
る避難生活による高齢者等の日常生活を支える
ため、当面必要となる、介護等のサポート拠点
（応急仮設住宅での総合相談、高齢者等の活動

支援等を包括的に提供）の整備等に係る事業に
対して財政支援を行った。
あわせて、介護保険において、被災者を経済
的に支援する観点から、東京電力福島第一原子
力発電所事故に伴う帰宅困難区域等（帰還困難
区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域の
3つの区域等をいう。平成26年度に指定が解除
された区域等を含む。）及び上位所得層を除く
旧緊急時避難準備区域等（旧緊急時避難準備区
域、25年度以前に指定が解除された特定避難
勧奨地点（ホットスポット）の2つの区域等を
いう。）・旧避難指示解除準備区域等（平成26
年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区
域（田村町の一部及び川内村の一部）南相馬市
の特定避難勧奨地点（ホットスポット）の2つ
の区域等をいう。）の住民について、介護保険
の利用者負担や保険料の減免を行った保険者に
対する財政支援を1年間継続した。なお、旧避
難指示解除準備区域等の住民のうち上位所得層
の住民については、利用者負担や保険料の減免
を行った保険者に対する財政支援を26年9月末
まで実施し、保険者の判断により、27年10月
以降も利用者負担等の減免措置を行った場合
は、特別調整交付金を活用して、財政の負担が
著しい場合に減免額の一定の額について財政支
援を行っている。また、避難指示区域等以外の
被災者についても、保険者の判断により利用者
負担等の減免措置を行った場合は、特別調整交
付金を活用して、財政の負担が著しい場合に減
免額の一定の額について財政支援を行ってい
る。
日本司法支援センター（法テラス）では、24
年度から引き続き、震災により、経済的・精神
的に不安定な状況に陥っている被災者を支援す
るため、震災以降の取組を継続し、「震災　法
テラスダイヤル」（フリーダイヤル）や被災地
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出張所における業務の適切な運用を行うなど、
生活再建に役立つ法制度などの情報提供及び民
事法律扶助を実施した。
被災地出張所は、弁護士のいる都市部への移
動が困難な高齢者を始めとする被災者に対する
法的支援の拠点として、24年度までに7か所
（岩手県2か所、宮城県3か所、福島県2か所）
設置されたが、上記の業務に加えて、出張所に
来所することが困難な被災者のために、車内で
相談対応可能な自動車を利用した仮設住宅等で
の巡回相談も実施した。
また、「東日本大震災の被災者に対する援助
のための日本司法支援センターの業務の特例に
関する法律」（平成24年法律第6号、平成24年
4月1日施行）に基づき、東日本大震災法律援
助事業（東日本大震災に際し災害救助法が適用
された市町村の区域（東京都を除く。）に23年
3月11日において住所等を有していた者の法的
トラブルについて、その者の資力状況にかかわ
らず、無料で法律相談を行う法律相談援助、震
災に起因する紛争に関する弁護士・司法書士の
費用等の立替え等を行う代理援助・書類作成援
助に係る業務）を実施した。

（4）快適で活力に満ちた生活環境の形成
ア　快適な都市環境の形成
誰もが身近に自然とふれあえる快適な環境の
形成を図るため、歩いていける範囲の身近な公
園を始めとした都市公園等の計画的な整備を
行っている。
また、河川等では、高齢者にとって憩いと交
流の場を提供する役割を果たしている。

イ　活力ある農山漁村の形成
高齢者の生きがい発揮と女性の能力を十分発
揮するために必要な施設及び通作の利便性、作

業の安全性の確保を図るための高齢者を支援す
る施設等を整備した。
農山村地域においては、集落が市町村、特定
非営利活動法人（以下「NPO法人」という。）
等多様な主体と連携を行い、農山漁村の持つ豊
かな自然と「食」を健康等に活用する取組を支
援するとともに、福祉、教育、観光等と連携し
た都市と農山漁村との共生・対流に関する取組
については、重点的に支援した。
また、社会福祉法人等が高齢者のデイサービ
スの一環として利用する農園の整備や、高齢者
を対象とした生きがい農園の整備等を実施し
た。
さらに、人・農地プランの見直しや、集落営
農の組織化・法人化、新規就農者の定着のため
の経営・技術指導等を効率的・効果的に進めら
れるよう、普及指導員やJAのOB、リタイア
した高齢農業者等のノウハウを活用する地域連
携推進員の活動を支援した。
農山漁村の健全な発展と活性化を図るため、
農山漁村地域の農林水産業生産基盤と生活環境
の一体的・総合的な整備を推進し、都市にも開
かれた美しくゆとりある農山漁村空間の創出を
図った。
また、高齢者が安心して活動し、暮らせるよ
う、農山漁村における農業施設等のバリアフ
リー化等の整備、高齢者等による農作業中の事
故が多い実態を踏まえ、地域ぐるみでの農作業
安全活動を実践する体制の整備を促進するとと
もに、高齢農業者の安全意識を効果的に高める
啓発方法の検討及び農作業安全の全国運動を実
施した。
加えて、「水産基本法」（平成13年法律第89
号）に基づき策定された「水産基本計画」（平
成24年3月閣議決定）を踏まえ、高齢者に配慮
した浮桟橋や屋根付き岸壁等の施設整備を実施
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